
医療勤務環境改善支援センターの支援について 資料８

特定労務管理対象機関

 医師労働時間短縮計画に基づく取組の着実な実施と見直しに対する支援

特定労務管理対象機関は、医師労働時間短縮計画の見直しを毎年度実施し、都に提出する。

勤改センターでは、提出された計画を分析し、必要な支援を実施する。

 更新予定なしの医療機関を対象とした取組状況確認の結果に基づく、未改善事項に対する支援

有効期間終了後に、再び960時間超の医師が出ないよう、現状を調査し、必要に応じて支援を実施する。

都内の全病院

 勤務環境改善状況セルフチェックシートに基づく支援

• 「支援希望あり」と回答した医療機関に対して現在の支援ニーズを確認し、ニーズに応じた支援を

実施する。

• 取組みが進んでいない内容を抽出し、研修会等を通じて実施を促す。

 ” 現場 “で働く人への周知

医療機関が抱える具体的な課題をテーマとして取り上げ、勤改センターの支援・情報を事務担当者、各

機関の窓口だけでなく、より“最前線”で働く人も参加可能なセミナー等を実施する。

地域医療提供体制への影響

 地域医療提供体制への影響を継続して確認
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